
利用施設 人数の要件 登録の種類 市民の人数 代表者・連絡者

SUBARU総合スポーツ
センター(弓道場・アーチェ
リー場含む。)

６人以上
※弓道場・アーチェリー場につい
ては、個人使用登録カード所有者
を３人以上含むこと。

市内団体 市民半数以上
（在勤、在学を含む。）

18歳以上の三鷹市民
（在勤、在学を含む。）

市外団体 市民半数未満 18歳以上の方

新川テニスコート ６人以上 市内団体 全員市民
(在勤、在学を含む。)

18歳以上の三鷹市民
（在勤、在学を含む。）

大沢野川グラウンド
９人以上

※テニスは６人以上
市内団体 全員市民

(在勤、在学を含む。)

18歳以上の三鷹市民
（在勤、在学を含む。）

大沢総合グラウンド
９人以上

※テニス、フットサルは
６人以上

市内団体 全員市民
(在勤、在学を含む。)

18歳以上の三鷹市民
（在勤、在学を含む。）

市外団体 不要 18歳以上の方

井口特設グラウンド

９人以上
※フットサルは６人以上

市内団体 全員市民
(在勤、在学を含む。)

18歳以上の三鷹市民
（在勤、在学を含む。）

中原スポーツ児童遊園

市内団体 全員市民
(在勤、在学を含む。)

市外団体 不要 18歳以上の方

新川暫定広場 市内団体 市民半数以上
(在勤、在学を含む。)

18歳以上の三鷹市民
（在勤、在学を含む。）

市民体育施設の登録要件
・小中学生団体の指導者・保護者等は人数に含まれません。
・代表者及び連絡者は、それぞれ18歳以上の別の方を記載
してください。

全施設共通の登録条件

学校体育施設の登録要件

利用施設 人数の要件 登録の種類 市民の人数 代表者・連絡者

体育館・多目的室 ６人以上

市内団体 市民半数以上
(在勤、在学を含む。)

18歳以上の三鷹市民
（在勤、在学を含む。）テニスコート ６人以上

校庭 ９人以上

民間体育施設の登録要件

※会社又は大学で使用しない日程でご利用いただけます。（種目に限りがあ
ります。） 詳しくは三鷹市スポーツと文化部スポーツ推進課（0422-29-9863)

へお問い合わせください。

利用施設 人数の要件 登録の種類 市民の人数 代表者・連絡者

（株）SUBARU体育館 ６人以上

市内団体 全員市民
(在勤、在学を含む。)

18歳以上の三鷹市民
（在勤、在学を含む。）国際基督教大学野球場・

アーチェリー場
９人以上
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